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２　 ペットボトルでまた会うために、一緒に「エコ活動」
をしませんか？

３　保存版　ペットボトルの分別ルールまとめ
４　秋の叙勲・褒章、子ども・若者関連情報

５　 市民参画、いきいきシニア
６　相談案内、求人・募集
７　税、知ってる？アイスランド！
８　THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2023マップ訂正

９・10　講座・催し物
11　健康だより（受診相談など）
12　ともフェス2023、心を傷付けることも暴力です

　ペットボトルを出す時に分別ルールを守ることによって、ペットボトルをペットボトルに水
平リサイクルする「ボトルtoボトル」ができます。これは、石油由来の資源からペットボトルを
作るのに比べて、CO２を約60%削減できます。ペットボトルの分別は、「あなた」ができる、身
近な「エコ活動」の一つです。

　12月1日㈮から、ペットボトルの分別ルールが守られていないペットボトルが混入
している場合は、その容器に入っているすべてのペットボトル・缶を収集しません

注意

#ペットボト
ル

#みんなでやろ
う　　未来のために―

分別は、今すぐできるエコ活動。


